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男鹿市告示第６３号 

  

  男鹿市宿泊施設経営力強化支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

   令和８年３月１６日 

 

                                   男鹿市長 菅 原 広 二 

 

 

男鹿市宿泊施設経営力強化支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

男鹿市宿泊施設経営力強化支援事業費補助金交付要綱（令和７年男鹿市告示第８８号）の一部を次のように改

正する。 

 

改正後 改正前 

（補助金の交付決定） （補助金の交付決定） 

第６条 （略） 

（補助事業の中止又は変更等） 

第７条 申請者は、補助事業を中止、廃止又は変更しよう

とするときは、補助金交付決定変更（中止・廃止）承認

申請書（様式第４号）を提出し、補助金変更（中止・廃

止）交付決定通知書（様式第５号）により、市長の承認

を受けなければならない。 

第６条 （略） 

 

２ 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、

又は事業の遂行が困難となったときは直ちに市長に報告
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改正後 改正前 

し指示を受けなければならない。 

（交付決定の取消等） （交付決定の取消等） 

第８条 （略） 第７条 （略） 

（実績報告） （実績報告） 

第９条 第６条の規定により補助金の交付決定を受けた者

は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日

から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日

の属する年度の２月27日のいずれか早い日までに、補助

事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

第８条 第６条の規定により補助金の交付決定を受けた者

は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日

から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日

の属する年度の２月27日のいずれか早い日までに、補助

事業実績報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 請求書（様式第７号）  ⑴ 請求書（様式第５号） 

 ⑵ 県事業募集要項表３の番号２、番号３、番号４の写

し 

 ⑵ 県事業募集要項表３の番号２、番号３、番号４の写

し 

（補則） （補則） 

第１０条 （略） 第９条 （略） 
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改正後 改正前 

様式第４号（第７条関係） 様式第４号（第８条関係） 
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改正後 改正前 

様式第５号（第７条関係） 様式第５号（第８条関係） 
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改正後 改正前 

様式第６号（第９条関係）  
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改正後 改正前 

様式第７号（第９条関係）  
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改正後 改正前 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 


